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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目地部を介して設けられた左右の床躯体の一方の目地部側床面に反目地部側が傾斜面に形
成された目地プレート支持凹部と、この目地プレート支持凹部と対応する他方の目地部側
床躯体の、該目地プレート支持凹部の下面部位とほぼ上面が同じ部位が上面部位となるよ
うに固定された目地プレート支持台と、この目地プレート支持台の支持部に形成された長
孔と、先端部が前記目地プレート支持凹部に支持され、後端部が前記目地プレート支持台
に支持された上面がほぼ左右の床躯体の上面と同じとなる目地プレートと、この目地プレ
ートの前記目地プレート支持台の長孔と対応する部位に該長孔を貫通するように固定され
たピンと、このピンを常時他方の目地部側床躯体方向へ押し圧する付勢機構とからなるこ
とを特徴とする床用目地装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は目地部を介して設けられた左右の床躯体間の目地部を覆う床用目地装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
従来、この種の床用目地装置は目地部を介して建てられた左右の建物の一方の床面に、該
目地部に開口するように形成された一方の凹部と、前記目地部を覆うとともに、前記一方
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の凹部も一端部で覆う目地プレートと、この目地プレートの他端部を支持する前記左右の
建物の他方の目地部側の躯体に取付けられた少なくとも２個以上のガイド筒と、前記目地
プレートの他端部寄りの底面に固定された前記ガイド筒にそれぞれ挿入されるガイドピン
と、前記目地部が地震等によって狭くなると前記目地プレートの一端部を一方の床面上に
スライド移動させる目地プレートスライド移動機構と、前記目地プレートの他端部寄りの
底面に固定された一端部が傾斜面のせり上げプレートと、一端部が前記他方の建物の目地
部側の躯体に枢支され、他端部が前記一方の建物の目地部側の躯体に取付けられたレール
にスライド移動あるいは枢支された、前記目地部が地震等によって狭くなると前記せり上
げプレートの傾斜面と当接して、該せり上げプレートを上方へ押し上げるせり上げ機構と
で構成されている。
【０００３】
　このため、目地部が狭くなった場合に、目地プレートの後端部をせり上げるための機構
が複雑で、コスト高になるという欠点があるとともに、目地プレートの両端部にガイドピ
ン収納部を形成しなければならず、目地プレートの構造が複雑でコスト高になるという欠
点があり、また目地プレートの回動時に目地プレートの後端部の上部と床面の端部とが大
きな力で衝突して損傷しやすいという欠点があった。
【特許文献１】特許第３４０２３０７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、目地部が狭くなり目地プレートの先端部が
上方へ回動すると、この回動によって目地プレートの後端部の上部を支点として回動でき
るようにして、目地プレートの後端部と他方の目地部側床面とに段差が生じるのを防止す
るとともに、目地プレートの後端部と他方の目地部側の床面との間に常時隙間が生じるこ
となく付勢することができる床用目地装置を提供することを目的としている。
【０００５】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わ
せて読むと、より完全に明らかになるであろう。
　ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明は目地部を介して設けられた左右の床躯体の一方の目
地部側床面に反目地部側が傾斜面に形成された目地プレート支持凹部と、この目地プレー
ト支持凹部と対応する他方の目地部側床躯体の、該目地プレート支持凹部の下面部位とほ
ぼ上面が同じ部位が上面部位となるように固定された目地プレート支持台と、この目地プ
レート支持台の支持部に形成された長孔と、先端部が前記目地プレート支持凹部に支持さ
れ、後端部が前記目地プレート支持台に支持された上面がほぼ左右の床躯体の上面と同じ
となる目地プレートと、この目地プレートの前記目地プレート支持台の長孔と対応する部
位に該長孔を貫通するように固定されたピンと、このピンを常時他方の目地部側床躯体方
向へ押し圧する付勢機構とで床用目地装置を構成している。
【発明の効果】
【０００７】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【０００８】
（１）目地部を介して設けられた左右の床躯体の一方の目地部側床面に反目地部側が傾斜
面に形成された目地プレート支持凹部と、この目地プレート支持凹部と対応する他方の目
地部側床躯体の、該目地プレート支持凹部の下面部位とほぼ上面が同じ部位が上面部位と
なるように固定された目地プレート支持台と、この目地プレート支持台の支持部に形成さ
れた長孔と、先端部が前記目地プレート支持凹部に支持され、後端部が前記目地プレート
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支持台に支持された上面がほぼ左右の床躯体の上面と同じとなる目地プレートと、この目
地プレートの前記目地プレート支持台の長孔と対応する部位に該長孔を貫通するように固
定されたピンと、このピンを常時他方の目地部側床躯体方向へ押し圧する付勢機構とで構
成されているので、目地プレート支持バーを常時反目地部方向へ付勢する付勢機構によっ
て、目地プレートの後端部を他方の目地部側の床躯体に常時当接するように付勢すること
ができる。
　したがって、目地プレートの後端部と他方の目地部側の床躯体との間に隙間が生じるの
を確実に防止でき、安全に使用することができる。
【０００９】
（２）前記（１）によって、目地プレートの後端部の上面と他方の目地部側の床躯体の上
面とほぼ同一面であるため、目地プレートの先端部が上方へ移動する回動時に、目地プレ
ートの後端部の上部を支点に目地プレートを回動させることができる。
　したがって、目地プレートの後端部の上部との間に段差が生じることなく、安全にスム
ーズに回動させることができる。
【００１０】
（３）前記（１）によって、構造が簡単で容易に設置することができる。
【００１１】
（４）前記（１）によって、他方の目地部側床躯体に目地プレート支持レールを取付けて
いるので、他方の目地部側床躯体に目地プレートの後端部を支持する凹部を形成しなくて
も設置することができ、設置作業を容易に行なうことができる。
【００１２】
　　　　　
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面に示す本発明を実施するための最良の形態および本発明者が考えた床用目地
装置により、本発明を詳細に説明する。
【００１４】
　図１ないし図９に示す本発明者が考えた床用目地装置において、１は目地部２を介して
設けられた左右の床躯体３、３の目地部２を覆う床用目地装置で、この床用目地装置１は
前記左右の床躯体３、３の一方の目地部側床面に反目地部側が傾斜面４に形成された目地
プレート支持凹部５と、この目地プレート支持凹部５と対応する他方の目地部側床躯体３
の、該目地プレート支持凹部５の下面部位よりも下部位置に上部が位置するようにほぼ水
平方向に複数本のタッピングビス６等で固定されたクランク状の目地プレート支持レール
７と、この目地プレート支持レール７にスベリコロ８を介して前記左右の床躯体３、３方
向に移動可能に取付けられた上面が前記目地プレート支持凹部５の下面とほぼ同一面とな
る角パイプ材製の目地プレート支持バー９と、この目地プレート支持バー９を常時反目地
部方向へ付勢する付勢機構１０と、先端部が前記目地プレート支持凹部５に支持され、後
端部が他方の目地部側床躯体３とに隙間なく前記目地プレート支持バー９に形成されたピ
ン挿入孔１１、１１にピン１２、１２が挿入されて支持された目地プレート１３とで構成
されている。
【００１５】
　前記付勢機構１０は前記目地プレート支持バー９の目地部側の側面に前記目地プレート
支持レール７に所定間隔で形成された複数個の貫通孔１４を一部が通過して溶接時によっ
て固定されたコ字状の支持部材１５と、この支持部材１５の中央部に所定間隔で複数個形
成された貫通孔１６を通過して、前記目地プレート支持レール７に先端部が固定された複
数個の軸１７と、この複数個の軸１７の頭部と前記支持部材１５との間にそれぞれ介装さ
せた前記目地プレート支持バー９を常時他方の目地部側床躯体３へ押し圧する複数個の付
勢スプリング１８とで構成されている。
【００１６】
　前記目地プレート１３は金属材製の浅皿状の目地プレート本体１９と、この目地プレー
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ト本体１９内に充填されたモルタルやセメント２０を介して固定された床タイル２１と、
前記目地プレート本体１９の先端部の上部にヒンジ部材２２を介して取付けられたカバー
プレート２３と、前記目地プレート本体１９の後端両側部寄りの底面に固定されたピン１
２、１２とで構成されている。
【００１７】
　上記構成の床用目地装置１は、通常時には左右の床躯体３、３の上面と目地プレート１
３の上面とがほぼ同一面となり、かつ付勢機構１０によって目地部２の後端部と他方の床
躯体３とは隙間なく当接した状態で目地部２を覆っている。
【００１８】
　目地部２が広くなると図７に示すように、目地プレート１３の後端部はピン１２、１２
、目地プレート支持バー９、付勢機構１０および目地プレート支持レール７を介して他方
の目地部側床躯体３に取付けられているため、他方の床躯体３とほぼ一体となって移動し
、目地プレート１２の先端部が目地プレート支持凹部　５をスライド移動して、その揺れ
動きを吸収する。
【００１９】
　目地部２が狭くなると図８に示すように、目地プレート１３の先端部が目地プレート支
持凹部５の傾斜面４上をスライド移動し一方の床躯体３上へ突出する。
　この時、目地プレート１３の後端部の上面と他方の床躯体３の上面とは支点となるとと
もに、目地プレート支持バー９が付勢機構１０の付勢力に抗して目地プレート支持レール
７内を目地部側へスライド移動して、その揺れ動きに対する目地プレート１３の動きをス
ムーズにさせて吸収する。
　なお、左右の床躯体３、３の揺れ動きが停止すると自動的に元の状態へ戻る。
なお、目地プレート支持レール７に設けたスベリコロ８によって、前後方向に対する揺れ
動きの場合に、該スベリコロ８と目地プレート支持バー９とが前後方向に移動して、その
揺れ動きも吸収することができる。
【００２０】
　次に、図１０ないし図１８に示す本発明者が考えた床用目地装置および本発明の実施の
形態につき説明する。なお、これらの本発明者が考えた床用目地装置および本発明の実施
の形態の説明に当って、前記本発明者が考えた床用目地装置と同一構成部分には同一符号
を付して重複する説明を省略する。
【００２１】
　図１０ないし図１２に示す本発明者が考えた床用目地装置において、前記図１ないし図
９に示す床用目地装置と主に異なる点は、他方の目地部側床躯体３の床面に目地プレート
支持凹部５の下面位置よりも上部位置が下部に位置するように目地プレート支持部２４を
形成するとともに、この目地プレート支持部２４に目地プレート支持バー９をスベリコロ
８を介して位置させるとともに、目地プレート支持バー９を付勢する付勢機構１０を取付
けた他方の目地部側床躯体３に複数本のタッピングビス６等で固定される支持板２５とを
用いた点で、このように構成した床用目地装置１Ａにしてもよい。
【００２２】
　図１３ないし図１５に示す本発明者が考えた床用目地装置において、前記図１ないし図
９に示す床用目地装置とに異なる点は、目地プレート支持バー９Ａの目地部側に所定間隔
で付勢スプリング収納孔２６を形成し、該付勢スプリング収納孔２６に付勢スプリング１
８を収納した付勢スプリング収納皿２７を取付けて、付勢スプリング１８によって目地プ
レート支持バー９Ａを反目地部方向に付勢した点で、このように構成した床用目地装置１
Ｂにしても、前記図１ないし図９に示す床用目地装置と同様な作用効果が得られるととも
に、目地部２に付勢スプリングや軸が突出して左右の建物の異なる左右方向の移動量を小
さくなるのを確実に防止することができる。
【００２３】
　図１６ないし図１８に示す本発明を実施するための第１の形態において、前記図１ない
し図９に示す床用目地装置と主に異なる点は、目地プレート支持凹部５と対応する他方の
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目地部側床躯体３の、該目地プレート支持凹部５の下面部位とほぼ同じ部位が上面部位と
なる目地プレート支持台２８、２８を複数本のタッピングビス６等で固定するとともに、
この目地プレート支持台２８、２８の支持部２８ａ、２８ａに形成された長孔２９、２９
を貫通するように目地プレート１３のピン１２、１２を挿入し、該ピン１２、１２を常時
他方の目地部側床躯体３方向へ押し圧する板スプリング３０、３０を用いた付勢機構１０
Aを用いた点で、このように構成した床用目地装置１Cにしてもよい。
　この実施する形態では目地プレート１３のピン１２、１２を常時他方の目地部側床躯体
３方向へ押し圧する板スプリング３０、３０を用いるものに付いて説明したが、本発明は
これに限らず板スプリング３０、３０の代わりに引張りや圧縮のスプリングを用いても良
い。
【００２４】
　なお、前記本発明者が考えた床用目地装置および本発明についての実施する各形態では
スベリコロを用いるものについて説明したが、本発明はこれに限らず、スベリコロを用い
ることなく目地プレート支持バー９、９Ａを目地プレート支持レール７や目地プレート支
持部２４に支持させてもよい。　
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　本発明は床用目地装置を製造する産業で利用される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明者が考えた床用目地装置の平面図。
【図２】図１の２－２線に沿う断面図。
【図３】本発明者が考えた床用目地装置の目地プレート支持レールの説明図。
【図４】本発明者が考えた床用目地装置の目地プレート支持バーの説明図。
【図５】本発明者が考えた床用目地装置の付勢機構の説明図。
【図６】本発明者が考えた床用目地装置の目地プレートを外した状態の平面図。
【図７】本発明者が考えた床用目地装置の目地部が広くなった動作説明図。
【図８】本発明者が考えた床用目地装置の目地部が狭くなった動作説明図。
【図９】図８の要部説明図。
【図１０】本発明者が考えた異なる床用目地装置の平面図。
【図１１】図１０の１１－１１線に沿う断面図。
【図１２】本発明者が考えた異なる床用目地装置の要部説明図。
【図１３】本発明者が考えたさらに異なる床用目地装置の平面図。
【図１４】図１３の１４－１４線に沿う断面図。
【図１５】本発明者が考えたさらに異なる床用目地装置の要部説明図。
【図１６】本発明を実施するための第１の形態の平面図。
【図１７】図１６の１７－１７線に沿う断面図。
【図１８】本発明を実施するための第１の形態の付勢機構の説明図。
【符号の説明】
【００２７】
１、１Ａ、１Ｂ、１C：床用目地装置、２：目地部、
３：床躯体、　　　　４：傾斜面、　
５：目地プレート支持凹部、　６：タッピングビス、
７：目地プレート支持レール、　８：スベリコロ、
９、９Ａ：目地プレート支持バー、
１０、１０Ａ：付勢機構、　　　１１：ピン挿入孔、
１２：ピン、　　　　１３：目地プレート、
１４：貫通孔、　　　１５：支持部材、
１６：貫通孔、　　　１７：軸、
１８：付勢スプリング、　　１９：目地プレート本体、
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２０：モルタルやセメント、　２１：床タイル、
２２：ヒンジ部材、　　　２３：カバープレート、
２４：目地プレート支持部、　２５：支持板、
２６：付勢スプリング収納孔、　２７：付勢スプリング収納皿、
２８：目地プレート支持台、　　２９：長孔、
３０：板スプリング。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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